
大和市告示第５０号 

大和市自治会連絡協議会補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和２年３月３０日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市自治会連絡協議会補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

大和市自治会連絡協議会補助金交付要綱（平成１８年大和市告示第１１４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条第２項中「振込」を「振込み」に改める。 

別表第４号中「１５０，０００円」を「３００，０００円」に改める。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 


